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◎群馬県告示第１６２号 

 群馬県民の日を定める条例第５条の規定により県民の日に限り免除する使用料の告示（昭和６０年群馬県告示第

６６９号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 

  令和７年７月１５日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 第１項及び第２項中「第５条」を「第５条第１項」に改め、第４項中「別表第二に掲げるコート使用料及び」を

削り、「別表第三」を「別表第５」に改め、「（宿泊室に係る個人使用料を除く。）」を削り、第６項中「第１７

条第３項」を「第１７条第２項」に、「サイクル広場」を「サイクルモノレール、サイクル電車、変わり種自転 

車」に、「及びそり式滑降施設」を 「、そり式滑降施設及びバッテリー自動車」に改め、第７項を削り、第８項

を第７項とし、第９項を第８項とし、第１０項中「第１４条第１項ただし書」を「第１４条第２項」に改め、同項

を第９項とし、第１１項を削り、第１２項中「第６条」を「第６条第１項」に改め、同項を第１０項とし、第１３

項中「第６条」を「第６条第１項」に改め、同項を第１１項とし、第１４項中「第１４条第１項ただし書」を「第

１４条第２項」に改め、同項を第１２項とし、第１５項を第１３項とし、第１６項中「第６条」を「第６条第１ 

項」に改め、同項を第１４項とし、第１７項を第１５項とする。 

 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条

第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画、前橋勢多都市計画、高崎都市計画、榛名都市計画、箕郷都市計画、 

吉井都市計画、伊勢崎都市計画、赤堀都市計画、東都市計画、藤岡都市計画、鬼石都市計画、玉村都市計画、渋 

川都市計画、富岡都市計画、安中都市計画、榛東都市計画、吉岡都市計画、下仁田都市計画及び甘楽都市計画 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（県央広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン） 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所、群馬県渋川土木事務所、群

馬県伊勢崎土木事務所、群馬県高崎土木事務所、群馬県安中土木事務所、群馬県藤岡土木事務所、群馬県富岡土

木事務所、前橋市都市計画部都市計画課、高崎市都市整備部都市計画課、伊勢崎市都市計画部都市計画課、渋川

市建設交通部都市政策課、藤岡市都市建設部都市計画課、富岡市建設水道部都市計画課、安中市まちづくり部都

市計画課、榛東村建設課、吉岡町建設課、下仁田町建設水道課、甘楽町建設課及び玉村町都市建設課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

■ 公  告 

■ 告  示 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条

第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 桐生都市計画、新里都市計画、太田都市計画、藪塚都市計画、館林都市計画及びみ 

どり都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（東毛広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン） 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所、群馬県桐生土木事務所、群

馬県館林土木事務所、桐生市都市整備部都市計画課、太田市都市政策部都市計画課、館林市都市建設部都市計画

課、みどり市都市建設部都市計画課、板倉町都市建設課、明和町都市建設課、千代田町都市整備課、大泉町都市

建設部都市整備課及び邑楽町都市計画課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条

第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 中之条都市計画、長野原都市計画、草津都市計画及び吾妻都市計画 都市計画区域 

の整備、開発及び保全の方針（吾妻広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン） 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県中之条土木事務所、中之条町建設課、長野原

町建設課、草津町愛町部企画創造課及び東吾妻町建設課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条

第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 沼田都市計画及びみなかみ都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（利根沼田広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン） 
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２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県沼田土木事務所、沼田市都市建設部都市計画

課及びみなかみ町地域整備課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

前橋都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 前橋都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 前橋都市計画区域全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計

画課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

高崎都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 高崎都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 高崎都市計画区域全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県高崎土木事務所及び高崎市都市整備部都市計

画課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

桐生都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 
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                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 桐生都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 桐生都市計画区域全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県桐生土木事務所及び桐生市都市整備部都市計

画課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

伊勢崎都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定によ

り、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 伊勢崎都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 伊勢崎都市計画区域全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県伊勢崎土木事務所及び伊勢崎市都市計画部都

市計画課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

太田都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 太田都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 太田都市計画区域全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、太田土木事務所、太田市都市政策部都市計画課及び

大泉町都市建設部都市整備課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

館林都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
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 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 館林都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 館林都市計画区域全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県館林土木事務所、館林市都市建設部都市計画

課、板倉町都市建設課、明和町都市建設課、千代田町都市整備課及び邑楽町都市計画課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

藤岡都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 藤岡都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 藤岡都市計画区域全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県藤岡土木事務所及び藤岡市都市建設部都市計

画課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

玉村都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和７年７月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 玉村都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 玉村都市計画区域全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県伊勢崎土木事務所及び玉村町都市建設課 

４  縦覧期間 令和７年７月１５日から同月２９日まで 

 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第４９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

■ 選挙管理委員会告示 
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第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和７年７月１５日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，５１８ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９６，９８５ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，０９８ 

甘楽郡 ５，８５５ 

吾妻郡 １４，２６９ 

利根郡 ８，６６９ 

佐波郡 ９，８２９ 

邑楽郡 ２６，２６２ 

前橋市 ９１，２９１ 

高崎市 １０２，１１８ 

桐生市 ２９，１４８ 

伊勢崎市 ５５，５８０ 

太田市 ５８，５１７ 

沼田市 １２，４５６ 

館林市 ２０，２２９ 

渋川市 ２０，７３１ 

藤岡市・多野郡 １８，３４７ 

富岡市 １２，７６１ 

安中市 １５，５４９ 

みどり市 １３，５９０ 

 

 

 

 

○選挙管理委員会告示正誤 

 令和７年６月２７日群馬県選挙管理委員会告示第４３号（選挙権を有する者の総数の５０分の１の数等） 
 

■ 正  誤 
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発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０３０９号 ６ １７ １０，０９７ １０，０９８ 
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